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川西市行財政改革のあり方について（答申） 

 

 

平成２４年６月２１日付けで諮問されましたみだしのことについて、慎重な審議の結果、別紙

のとおり答申します。 
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答 申 

 
Ⅰ 行財政改革の必要性 

 

  川西市では、昭和 60年度から計画的・継続的に行財政改革が進められてお
り、とりわけ、平成 8 年度からは具体的な数値目標を掲げ、その達成に努め
てきている。 
しかしながら、平成 20 年度から平成 24 年度までの直近の計画の推進状況

を見ると、5 年間の目標効果額を 45 億円としているのに対し、事務事業の見
直しの項目では様々な取り組みが行われ、達成率が 200％を超えるなど一定の
成果が出ているものの、特に、民間委託等の推進の項目において目標額を大き

く下回っていることから、現時点における効果額は 38億円と、当初の目標額
の約 84％の達成率にとどまっており、収支均衡が果たせていない結果となっ
ている。 
一方、現時点における中長期の財政収支計画を見ると、一般財源ベースでは、

平成 28年度には基金の繰入れをせずとも収支が均衡するとのシミュレーショ
ンが行われている。しかしながら、この計画においては、特定財源などの特殊

事情を除いていることに加えて、今後においてますます増大することが予測さ

れる公共施設の補修等に要する経費や、社会保障費関連の経費、さらには、公

共施設の再配置に伴う経費が必要になることなどを想定すると、当該収支計画

のさらなる精査が必要となることは明白であり、引き続き、厳しい財政運営が

迫られることは予想に難くない状況である。 
こうした中、川西市では平成 25年度から第 5次総合計画がスタートする予

定であり、現在その策定作業が進められている。今後予想される厳しい財政環

境にあっても、計画が画餅に帰することはあってはならないことであり、その

ためにもさらなる行財政改革を進める必要がある。 
 

※ 一般財源とは、財源の使途が特定されない市税や地方交付税などのようにどのような経費にも使

用できるもの。 
 

※ 特定財源とは、使途が特定されている国・県からの補助金などのこと。 
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※ 基金…市が特定の目的のために積み立てや、運用をしている資金のこと。 

 

 

Ⅱ 行財政改革の基本的な考え方 

 １ 改革がめざすもの 

   川西市は、昭和４０年代に、民間の大規模住宅団地の開発によって急成

長した特性から、約４０年を経過した現在、当該団地を中心として急速に

高齢化が進んでおり、今後１０年間の人口推計においても、人口減少と人

口構造の高齢化がさらに進むものと予測されている。 
こうした中、今後のまちづくりを進めるにあたっては、かつてのように人

口やそれに伴う税収などについて、成長を前提とした政策展開からの大きな

転換を図ることが必要である。 
そのため、行財政改革を進めるにあたっても、従来から進められてきた観

点からの不断の取り組みが求められることは言うまでもないが、単に減量を

めざした改革にとどまらず、市の持続的な発展に資する施策に対する重点的

な投資や、参画と協働の理念を基本とした市民と行政の役割のあり方など、

地域全体の経営という観点からも思い切った見直しを進め、第 5次総合計画
の目指す都市像の実現に資するような改革をめざす必要がある。 

 
 
 ２ ５本の柱 

(1)  参画と協働のまちづくりの仕組みづくり 
(2)  革新し続ける行政経営の推進 
(3)  持続可能な財政基盤の確立 
(4)  職員の意欲と能力の向上 
(5)  計画的な施設の整備と保全 

 
 

 

Ⅲ 行財政改革の内容 

 

１ 参画と協働のまちづくりの仕組みづくり 

(1)「市民総参画型・協働型のまちづくり」について 

全ての市民に対し、まちづくりの情報をわかりやすく提供するととも

に、まちづくりのＰＤＣＡサイクルに市民が容易に関わることのできる

体制づくりを進めるなど、「市民総参画型・協働型のまちづくり」の推進
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に向けた環境を整備する必要がある。 
特に、企業や商店などの事業者がまちづくりに積極的に参画する仕組

みづくりを検討すべきである。 
※ PDCAサイクルとは、Plan／Do／Check／Actionの頭文字を揃えたもので、計画（Plan）

→実行（Do）→検証（Check）→改善（Action）の流れを次の計画に活かしていくプロセ

スのことをいう。 

 
(2)「補助金等のあり方」について 

地域に交付する補助金については、事業の効率性だけでなく、公平性

及び公益性を視野に入れた考え方が必要である。 
 

(3)「新たな仕組み」について 

あらゆる世代に対し、広報による情報発信を行うなど、市政への参画

を推進する必要がある。 
また、これまで行政が主導して担ってきた地域の課題に対し、地域住

民自らが、その解決にあたることができる具体的な仕組みが必要となる

ことから、一定の権限や財源を地域へ移譲する「地域分権制度」の構築

を進める必要がある。 
 
 
２ 革新し続ける行政経営の推進 

(1)「民間活力の導入」について 

現在、民間において提供することが可能なサービスや、民間で代行で 

きる業務は、積極的に民営化を進め、一層の効率化を図ることが必要で

ある。  
しかし、単に民間にできることを民間に任すというだけでなく、より 

広い民間との協業というかたちでの検討が必要である。 
 

(2)「ICT技術の活用」について 

クラウド・コンピューティング（自治体クラウド）の活用方法等の研   

究や、多機能携帯電話やタブレット端末などの普及を視野に入れた行政

運営を検討していく必要がある。ただし、サービスを提供する行政側に

おいては、ICT 技術を積極的に活用するだけでなく、利用する市民側の
視点に立って ICT化を推進できる人材の育成が必要となる。 

 
※ ICT（Information and Communication Technology）とは、情報・通信に関連する技術一
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般の総称である。ICT は、多くの場合「情報通信技術」と和訳される。IT（Information 

Technology）の「情報」に加えて「コミュニケーション」（共同）性が具体的に表現されて

いる点に特徴がある。 

 
※ 自治体クラウドとは、地方自治体の情報システムをデータセンターに移し、複数の市町村が

システムを共同で使うことができる環境、またはその環境をつくる取り組みを指す。総務省

は、サーバーなど ITシステム構築に必要な機器をデータセンターに置いて、ネットワーク

を介して共同利用を可能にするクラウドコンピューティングを地方自治体に普及させる動

きとして、2009年から「自治体クラウド」の言葉を使って開発実証事業を推進している。  

 

※ タブレット端末とは、液晶ディスプレーなどの表示部分にタッチパネルを搭載し、指で操作

する携帯情報端末の総称。 

 

 

(3)「組織力の強化」について 

組織全体としての目的を明確にし、個人のモチベーションを高めるよ

うな仕組みや、ICT 技術の活用により、ノウハウや知識を「組織」で共
有、継承できる仕組みを構築する必要がある。 

 
(4)「環境への配慮の徹底」について 

資源やエネルギーの消費抑制、有害化学物質の発生抑制など、環境に 

配慮した地域づくりの実現を目指し、地域の優れた自然環境の保全を図

るべきである。 
 

(5)「災害等への行政側の対応」について 

今までに経験したことのない災害が起こる可能性を踏まえ、被害の想 

定を見直すとともに、この結果を地域住民等と共有化するなど、行政と

市民の協力体制を強化する必要がある。 
また、川西市版 BCP（事業継続計画）を策定するなど、災害等におけ

る行政内部の組織体制を構築する必要がある。 
 
※ BCP（Business Continuity Planning）とは、事業が存続できなくなるリスクを事前に分析・

想定し、継続に必要な最低限の業務や、復旧時間と対応策などを定めた包括的な行動計画の

ことで、災害時に社員の安全を確保するため行動マニュアルを作るといった狭い範囲の準備

を指すものではない。目的を事業存続に置き、平時からの教育訓練や定期的な見直しも含め

たマネジメント計画をさす。 
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(6)「職員の問題意識の向上」について 
市の職員が川西市の財政運営の現状と将来について危機感を持ち、な 

ぜ変える必要があるのか、何のために変えるのか、どうやって変えてい

くのか、を自ら考え実践していくための意識の向上を図っていく必要が

ある。 
 
 
３ 持続可能な財政基盤の確立 

(1)「経費の節減・合理化」について 

経費は、削減ばかりでなく、必要と認められる事業には投資も必要で 

あり、積極的に取り組むとともに、ＰＦＩ等による民間資金の活用によ

り、財政負担の平準化を図っていく必要がある。 
 

※ ＰＦＩとは、Private Finance Initiative（ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ）の略で、従来、国や

地方公共団体が自ら行ってきた公共施設等の設計、建設、維持管理、運営を、民間の資金・

経営能力及び技術的能力を活用して行う、社会資本整備の新しい手法のこと。 

 
(2)「自主財源の確保」について 

行政サービスの質を低下させることなく、効率的な行財政運営を進め 

ていくためには、引き続き、事務事業の見直しを行うとともに、人件費

のさらなる削減など、歳出の抑制を図っていく必要がある。 
また、未利用市有地の売却や貸付、企業誘致や地元の産業振興など、

歳入を増加させる積極的な取り組みが必要である。 
さらに、新名神高速道路、川西インター線等の開通による交通の利便

性を利用した新たな産業誘致、地域活性化策を検討し、税収の増加を図

る必要がある。 
 

(3)「広域行政の推進」について 

投資、維持に多大な費用を要するものは広域事業化していくべきであ 

る。 
特に、市立川西病院は、川西市民のみならず、猪名川町・能勢町・豊   

能町など近隣の町民にとっても必要な総合病院となっていることから、

広域で運営を担っていくことを検討すべきである。 
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(4) 「外郭団体等の運営の適正化」について 

外郭団体等の自主的・自立的な運営の前提として経営や収支の状況を 

公開し、経営の透明化を図るべきである。 
また、その存在意義や経営状態についての細かな検証を行い、積極的 

に統廃合や資本的関与の見直しを行っていくべきである。 
 
 
４ 職員の意欲と能力の向上 

(1)「定員管理等の適正化」について 

行政サービスの質を低下させない配慮に努め、民間委託の推進などに 

よって、人員削減を図るとともに、職員数の適正化に向けた数値目標を

設け、その進捗状況について、毎年公表していくべきである。 
 

(2)「人材育成の推進」について 

人材育成に力を注ぎ、人事管理や人事評価制度の積極的な展開を図る 

ために、職員個人の能力や成果を重視した評価基準を設けるなどして、

その結果を給与や昇進などに適切に反映させるべきである。 
 
 
５ 計画的な施設の整備と保全 

(1)「公共施設の適正配置と有効活用」について 

既存の施設については、現行の管理運用方法を見直し、市民や地域の

需要や近隣市町との広域的利用の状況などを踏まえ、今後のあり方を検

証し、多目的の転用や統廃合を検討していくべきである。 
 

(2)「公共施設の長寿命化」について 

劣化の進む既存施設に対して、適切な維持管理や改修を行うことで、 

公共施設の長寿命化に努めつつ、施設の廃止も視野に入れながら、全体

的経費の節減や抑制を図るべきである。 
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Ⅳ 審議経過 

 

 

回 開催年月日 審　　議　　内　　容

第１回 平成24年6月21日

　諮問

　川西市の現状について
　　○行財政改革について
　　○現行「川西市行財政改革推進計画」の取り組み状況について
　　○中期財政収支計画について

　今後の進め方について

第2回 平成24年6月29日

　行財政改革のあり方・取り組みなどについて
　　○行財政改革の基本的考え方について
　　　・これからの行財政改革が目指すもの
　　　・行財政改革の柱となるもの
　　○行財政改革を進めるうえでの具体的な内容について

第5回 平成24年8月27日 　答申

第3回 平成24年7月23日

　行財政改革のあり方・取り組みなどについて（継続）
　　○行財政改革の基本的考え方について
　　　・これからの行財政改革が目指すもの
　　　・行財政改革の柱となるもの
　　○行財政改革を進めるうえでの具体的な内容について

第4回 平成24年8月10日 　答申（案）について
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Ⅴ 委員名簿 

 

 
中川　五百重

市民団体

選　出　区　分

常岡　多加子

和島　一吉

別所　則英

桑山　美穂

氏　名（敬称略） 備　考

副会長

薮野　忠利

草留　愛

田中　淑子

平成24年8月1日まで

会長

所属する団体等

兵庫県立大学大学院会計研究科教授

株式会社自然総研　代表取締役社長

大阪府立大学大学院経済学研究科教授

追手門学院大学経済学部経済学科准教授

社団法人川西青年会議所専務理事

子育て支援者養成講座修了生グループ「おおきな木」元代表

国際ソロプチミスト川西　理事

川西市障害者団体連合会　会長

川西市商工会　副会長

ダイハツ工業株式会社　総務部長

株式会社阪急阪神百貨店　川西阪急店長

連合兵庫　川西猪名川地区連絡会　事務局長

学識経験者

事業者

特に必要と認める者
労働団体

市村　和雄

大久保　裕晴

水鳥　能伸

細井　雅代












